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令和４年度第２回 新潟市男女共同参画審議会会議録 
 

日 時 令和４年１１月２９日(火) 午前１０時～正午 

会 場 新潟市役所本館３階 対策室２・３ 

出席者 

(委員１０名) 

有森委員、五十嵐委員、大堀委員、嘉代委員（代理出席：門間氏）、川口委員、

近藤委員、杉原委員、田中委員、棚村委員、原委員 

傍聴者 １名 

次  第 

1 開会 

2 議事 

 第 4 次男女共同参画行動計画実施事業評価（令和 3 年度実施事業）に 

ついて 

3 その他 

4 閉会   

 

事務局 

 

ただいまから令和４年度第２回新潟市男女共同参画審議会を開催いたします。 

 本日は、皆様お忙しいところご出席いただきまして、大変ありがとうございま

す。男女共同参画課の土沼が本日の進行を担当させていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 ここで、本日の審議会の出席状況をご報告いたします。荒木委員、西條委員に

事前にご欠席の連絡をいただいておりましたが、本日急遽、山際委員、内山委員

がご欠席という連絡をいただいております。あとは今、五十嵐委員が到着をされ

ていないという状態です。そして有森委員はリモートで参加しておられます。そ

うしますと会場の出席の方と合わせまして 14 人の委員の皆様のうち９名のご出

席となっております。この審議会は新潟市男女共同参画推進条例施行規則第 15

条第２項により、委員定数の半数以上の出席をもって開催することとなっており

ますので、会議は成立しておりますことを報告いたします。 

 なお、会議録作成のために会議の内容を録音させていただきますので、ご了承

いただければと思います。 

 今、五十嵐委員ご到着のようですので、少しお待ちください。 

 それでは、ご到着になられましたので、五十嵐さん、ご到着早々恐縮なのです

けれども、今年度初めてのご出席ということで一言頂戴したいのですけれども、

よろしいですか。申し訳ございません。 

五十嵐委員  前回、欠席させていただきまして、今回が初めてということなのですが、新潟

商工会議所の五十嵐と申します。よろしくお願いいたします。 

事務局 

 

どうもありがとうございました。それでは、男女共同参画課長の笹川より

ごあいさつ申し上げます。 

事務局 

 

皆さん、おはようございます。新潟市男女共同参画課長の笹川でございます。

今日はお忙しい中、第２回新潟市男女共同参画審議会にご出席いただきまして、

ありがとうございます。本日は、第４次の新潟市男女共同参画行動計画の令和３
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年度実施事業についての評価（案）をご審議いただきます。本日、資料２として

お配りしておりますけれども、７月に開催した第１回審議会後に委員の皆様から

ご提出いただきました成果、課題や指標の達成状況などを基に評価部会の皆様か

ら資料１のとおり審議会としての第３次評価及び総評の案をまとめていただきま

した。近藤委員、杉原委員、田中委員の３名の評価部会の皆様には当初２回の予

定だった部会を３回開催し、また持ち帰りでの作業も多かったのですが、本当に

精力的にご検討いただきました。改めましてお礼申し上げます。ありがとうござ

いました。 

本日、委員の皆様にはこの評価部会案を基に審議会としての評価をまとめてい

ただきたいと思います。短い時間ではありますけれども、活発なご意見を頂戴で

きればと思いますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 

 

 続きまして、本日の資料の確認をお願いいたします。事前にお送りしました資

料は、会議次第、次に各資料の右肩に資料番号が入ってございますけれども、資

料１が評価部会の皆様から検討いただいた第４次男女共同参画行動計画事業評価

（案）でございます。そして、資料２が第１回の審議会後に委員の皆様から提出

いただきました令和３年度の実施事業に対する成果と課題をまとめた、令和３年

度に実施した市の施策への各委員の評価でございます。もう一つが、以前お配り

しました第１次評価のうち差し替えがあった部分の２ページでございます。 

 本日、机上配付させていただきましたのが委員名簿と座席表です。本日ご欠席

の連絡がございました内山委員と山際委員につきましては修正をさせていただけ

ればと思います。不足等はないでしょうか。 

 これより、次第に沿って議事に入らせていただきますので、進行を大堀会長に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

大堀会長 会長として今日も審議会を進めさせていただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。 

 会議次第の２、議事「第４次男女共同参画行動計画実施事業評価（令和３年度

実施事業）について」です。最初に事務局から評価部会での審議について報告し

ていただきます。その後、目標１から順に一つずつ審議をしていただきますので、

そちらでご意見をいただいて決議をしていきたいと思っています。今日は２時間、

12 時までを予定しておりますが、この評価の皆さんの意見をまとめて完成させた

いなと思っておりますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 本当に評価部会の杉原さん、田中さん、近藤さん、３度も実績評価から、また

委員の皆さんの意見をまとめ、その３人でいろいろ揉んでいただいて、私も評価

部会の経験があるのですけれども、言葉に表現してまとめていくというのは非常

に難しいことだったなと思いますので、本当にありがとうございました。今日も

質問等が出ると思いますので、そちらのご回答も含めてご協力のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、目標１の審議に移りたいと思いますので、よろしくお願いします。

事務局のほうから評価部会での審議内容の報告ということで、まずご説明をお願

いします。  
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事務局 

 

 改めまして、男女共同参画課の杉澤と申します。よろしくお願いいたします。 

 審議評価部会での審議内容について報告させていただきます。８月 23 日、９月

22 日、10 月 20 日に評価部会を開催し、近藤委員、杉原委員、田中委員の３名で

検討していただきました。検討の流れですが、まず第１回の審議会後に委員の皆

様からご提出いただいた令和３年度事業に対する成果と課題に基づき、評価部会

の３名で審議を行い、まとめたものが本日の第３次評価（案）となります。 

 評価部会では、各委員の意見を一般論的にまとめすぎず、記述している具体的

な内容を取り入れること、成果目標が下回っている場合、その記述と今後の取組

みの必要性を入れることなどを意識しながら評価（案）を作成いただきました。 

 １から６までの目標ごとに評価部会での審議のポイントをご報告いたします。

まずは目標１についてです。アルザにいがたや公民館などでオンラインを活用す

るなど、コロナ禍で工夫しながら各種講座を開催したことを評価いたしました。

一方で、成果指標となっているアルザにいがた主催講座参加者満足度は目標より

も低かったため、関心の低い層への啓発のほか、さらに理解を深め、問題解決に

向かう行動の必要性について、またアルザにいがたと公民館の連携についてを記

載しております。成果指標「男女平等教育パンフレットを活用した保護者啓発」

について、特に中２保護者への啓発についての推進に努める必要性を記載いたし

ました。 

 続いて、目標２についてです。成果指標である女性委員のいない審議会等の割

合がゼロとなったことを評価しました。市職員も管理職における女性の割合があ

まり増加しなかったため、積極的な登用に努めるべきと記載いたしました。防災

分野での女性参画を評価しました。一方、自治会長、町内会長の女性比率が少な

いことを課題として記載しております。 

 続いて、目標３についてです。民間企業の女性管理職比率が計画策定時を下回

ったことを課題として記載しました。入札時の加算などの企業への働きかけを評

価し今後、増加させる取組みが必要であることを記載しました。 

 目標４についてです。成果指標、男性の育児休業取得率が上昇していることを

評価しました。官民協働でワーク・ライフ・バランスについての取組みを進める

ことの必要性を記載いたしました。家事、育児、介護への取組みに対する評価や

課題を記載いたしました。 

 目標５についてです。学校教育での段階的な性教育や思春期の保護者を対象と

した講座など、性を理解、尊重するための啓発を評価いたしました。女性のライ

フサイクルに沿った取組みの充実に対し、セクシャリティ以外の健康や身体に関

する施策について、女性の視点が弱いことを課題として記載しました。高齢者や

男性への取組みの必要性を記載しました。ここで後ほど目標５の審議のときに確

認したいことがございまして、棚村委員のご意見の中に、「生徒の内面に届くよう

な」という記載があったのですけれども、そこら辺はどういった意味合いなのか

ということで評価部会の中で確認したいということがあったので、後ほど目標５

になったときに少しその内容についてお話しいただければと思っております。よ

ろしくお願いします。 

 続いて、目標６についてです。若年層を含む暴力根絶に向けた啓発活動を評価
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しました。同性間や男性、未成年への被害など、従来見落とされがちなハラスメ

ントへの配慮、啓発活動の必要性を記載しました。ひとり親をはじめ、生活上困

難を抱える女性に対する支援を評価しました。 

 総評は後ほど説明させていただきたいと思います。目標１から目標６について

は以上となります。 

大堀会長 ありがとうございました。また、この辺は目標１から順次やっていくときに報

告いただいたものを参考にしながら、また審議していきたいと思います。 

早速ですが、目標１の審議に移ります。事前配付もあると思いますので、ご意

見ある方はいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。棚村委員、お願いし

ます。 

棚村委員 棚村です。目標１の「理解を深める」というところになるのですけれども、少

し話が長くなるかもしれませんが、先日、私は男女共同参画の講座で、ある女性

の防災士さんの取組みを聞く会に出させていただいたのですけれども、そのとき

に思ったことなのですが、参加者にとってはテーマが防災というところがあって、

男女共同参画はそれに付随する、みたいなイメージで参加されている方がいたの

で、その後、アンケートの中でどういうふうな結果が出ているか分からないので

すが、防災に関しての講座としても今一つ深く入れなかった、男女共同参画だっ

たのかどうなのかというところも曖昧みたいな、中途半端感を私の中では持った

のです。なんとなく気づいてもらうという「気づきを促す」という点では、テー

マとしてはありだったかもしれないのですが、そこにアンケートの中で「満足度

が低い」というところの部分につながっているのかなというふうにも思いました。

それで、アンケートの取り方にも私は今一つ、もう少し工夫が必要なのかなと思

いまして、「今日の講座はいかがでしたか」という、その曖昧な「いかがでしたか」

ということではなくて、そこにも直球で「男女共同参画社会というものをご存じ

ですか」みたいな、そういうところの部分で入れていったほうが、男女共同参画

の講座のためのアンケートというような明確なものがあったほうが、「今日はそう

いう会だったんだ」というふうに改めて気づいてもらえるというか、何点か気づ

いたことがあったので、そういう意味合いでアンケートの取り方にも工夫が必要

ではないかなと思いました。 

大堀会長 ありがとうございます。今回の審議会の意見というか、参加されてみての意見

だと思いますので、これは男女共同参画課のほうで受け止めていただいて、アル

ザの講座で、こういうご意見があったよということで、少し見直しをしていただ

くか、検討していただくということでよろしいでしょうか。ありがとうございま

す。 

それでは、この評価に関して、評価部会が作っていただいたもの、事前配付の

あった３ページから４ページにかけてのところで、そのほかご意見ないでしょう

か。 

本当に私も見ていましたけれども、素晴らしくまとめていただいているなとい

うふうに私は思っているので、では目標１については、こちらでよろしいでしょ

うか。 

田中委員 今の棚村委員のご意見は、とても大切なことだと思うのですけれども、今回の
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この評価には載せるということの検討はしなくて大丈夫ですか。今、このままで

はスルーになってしまうけれども、プラスアルファで載せたいというふうなご意

見だったということではないのでしょうか。 

棚村委員  まあ、そうなると面倒なことにはなりますけれども。 

田中委員 でも、面倒だけれども、それをスルーしてしまうと多分、次の機会もないかも

しれないので、もし本当に大切なことだと思っていらっしゃるのであれば、今、

皆さんのご意見も聞きながら。アルザのところに二つありましたが、要は講座の

作り方で、もっと男女共同参画をいろいろなことで前面に出したらいいのではな

いかということと、アンケートにもっと男女共同参画について尋ねるような文言

があったほうがいいというふうなご意見ですけれども。 

棚村委員 そうですね。そこがものすごく集約すると、いちばん最初の丸の「連携して効

果的な意識啓発を進めるべき」という、そこのところに全部収めてしまえること

でもあるのかなとは思いますが、具体的に例えば「テーマの持ち方、アンケート

の取り方など」みたいな形で入れていただけるのであれば、それでもいいかと思

います。 

近藤委員 今、棚村委員のお話を伺っていまして、確かに防災への男女共同参画の視点と

いうのはとても弱いと思います。それで東日本大震災なんかでもかなり防災に関

して女性の視点を入れていきたいという、入れていかなければいけないというこ

とでやっているとは思いますが、やはりまだまだ足りないのではないかなと思っ

ております。 

それともう１点、アンケートのことなのですが、講座でもいろいろアンケート

を取ると思うのですけれども、そのアンケートの結果をやはり活かしていくとい

うことはとても大事なことではないかなと思いましたので、もし入れられるので

あればというふうに私も評価委員で、これを３回審議させていただいたのですが、

防災についてはとても大事なお話だなと思いました。 

大堀会長 ありがとうございます。事務局のほうから確認なのですけれども、棚村さんが

参加された講座は分かりますか。どんな講座か。あとで聞かないと分からないで

すよね。いつのどういう名前の講座ですか。 

棚村委員 南区のラスペックで。 

事務局 

 

分かりました。私も見に行ったので了解しました。そのアンケートということ

でしたね。 

棚村委員 そうです。 

棚村委員 今、近藤委員がおっしゃった防災士の講座をすることについては何の問題もな

いですし、それ自体は進めていただきたいとは思うのですけれども、防災士の活

躍をテーマにした男女共同参画の意識啓発のための講座なんだよということをも

う少しアピールするような、そういう進め方が必要なのではないかなというふう

に申し上げたいです。 

大堀会長 個別具体的に一つ一つピックアップして見直しを、この審議会でやるというわ

けにはなかなかいかないのですけれども、今ご意見いただいた分に関しては、も
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う一度、男女共同参画課のほうで確認していただいて、アンケートを見直すなり

何にするなり、ご指摘があったものですから棚村さんとやっていただいて、なぜ

そういうことを言うかというと、この審議会はアルザ全体の活動であったり、数

がかなり多い中の、それを集約しての評価なので、一つにピックアップして悪い

ものもありますけれども、いい部分もありますので、それを併せ持った評価を今

回していただいて、それに対して審議ということなので、一つをピックアップし

て全部書いてしまうと全体評価になってしまうのですよね。そこはちょっと難し

いところだと思うので、今回、棚村委員のおっしゃっていただいたのはすごくい

い指摘だと思いますので、ぜひそこをまた課のほうで検討していただいて、意見

としていただくということで委員のほう、そんな感じでよろしいでしょうかね。 

そのほかは、皆さんなかったということで、目標１の審議に関してはこれで皆

さんご了解いただけますでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

ありがとうございます。 

続きまして、目標２について、配付資料の７ページのところですが、これに関

して皆さんからご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

女性委員がいないという審議会がなくなったということで、いい報告もあります

し。先ほどあったとおり、防災というところもこの目標２のところに入ってきて

おりますので、防災士も徐々に増えてきているということで、非常に素晴らしい

かなというところの活動になっておりますが。いかがでしょうか。 

これは私から質問というか、評価部会では多分、市のほうにも確認しているの

ではないかなと思うのですけれども、例えば自治会長、町内会長の女性割合が増

えてきているというのは、何か施策はあるのでしたっけ。 

事務局 

 

 私どもでやっていることとしては、コミュニティ協議会の会長さん宛に女性の

登用をお願いするような文章を出したり、少し離れますが自治協議会の会長さん

宛にも同じようなことを書かせていただいたりしているところで、女性の登用を

お願いしますというような文書を出すことはやっております。 

大堀会長 ありがとうございます。全然男女共同参画のことと関係ないかもしれないので

すけれども、自治会等の高齢化の問題というのは、この課でやっているわけでは

ないのですか。 

事務局 

 

はい。 

大堀会長 多世代交流とか、よく言うではないですか。非常に難しいですよね、女性

割合は増やしたいのだけれども年齢層のところを見ないというのはどうした

らいいのだろうね、正直言って自治会、コミュニティ協議会は、すごく高齢

化しているのですよ、多分、そっちのほうが問題だなと私も携わって思って

いるのですけれども、そこは男女課は関係ないのですよね。関係ないといっ

てはあれかもしれないけれども。 

事務局 

 

そうですね、ちょっとほかの課での担当部署で取り組んでいると思うのですけ

れども、男女課では、そこまでは踏み込んではおりません。 

大堀会長 なるほど。これは意見なのですけれども、男女課とほかのところが多世代交流
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や高齢化の問題等、本当にコミュニティ協議会や自治会は役員さんほとんど高齢

の方で、この間ＰＴＡでも話していたのですけれども、結局、防災のときに高齢

者のメンバーしかいないのです。多分、この女性割合の女性防災士も結構上の方

が取っていたり、若い方が入っていないので、現実問題、本当に防災になったら

活躍できない人ばかりなのですよね。この間、村上の災害があって、私がやって

いる福祉の施設がちょうど荒川の間際だったので水が上がったのですけれども、

坂町病院等あの辺は大変だったのですけれども、やはりボランティア数が足りな

いのです。特にあの地域は高齢者だらけで、隣も助けられないみたいな、社会福

祉協議会でボランティアを受け入れてなんとかうまくやっていただきましたけれ

ども、コロナになればなるほど地域でなんとかやらなければいけないし、外から

もあのときも受け入れしなかったのですけれども、やはり足りなくなるので、で

きるだけ女性ももちろんなのですけれども、若い世代を自治会、コミュニティ協

議会、防災というところ、ＰＴＡも交じって防災をやったほうがいいよね、みた

いな話もしているのですけれども、何かしら多分、策はあると思うので、若い人

たちが参加しやすいような、また女性や参加しやすいようなという観点は多分、

似たようなアプローチだと思うのですよね。ここをちょっと勝手な意見ですけれ

ども、ぜひ男女課とほかの課になるのかなとは思うのですけれども、そこを地域

のためにやっていただきたいなと。どういうふうにやればいいかは私は分からな

いのですけれども、ぜひやっていただきたいなと思いました。 

棚村委員  お聞きして今、思ったことがあって、それって多分、市民協働課とか、そうい

うところの話になるのではないかと思うのですが、私も実際、コミュニティ協議

会の役員をしたりしているのですけれども、ここに書いてある自治会長、町内会

長の女性比率というふうに言ってしまっていいのかと思うのですが、なんでも長

を女性にすればいいという考え方だけでも、それもどうかなというふうに思って、

自治会、町内会への女性の参画というか、別に長ではなくて、どんどん自治会や

町内会の活動に女性が入ってきてほしいというふうな目線から、まず始めるとい

うのも必要かなと思っていて、そもそも今、自治会長、町内会長はなり手がなく

て、くじ引きで決めるとかというところも多くなっているので、そこで別に長に

こだわらなくてもいいのかなと今、お聞きして思ってしまいました。 

大堀会長 ありがとうございます。でも、さすがに役員の男女比率までは多分、調べてい

ないのではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

事務局 

 

この自治会長の女性割合というのは、一応、参考指標ということで今回なって

いまして、女性の参画割合となると、さすがになかなか把握するのは役員名簿等

を見なければ分からないとは思うのですけれども、長に関しては、なんとかこち

らのほうで把握はしている部分ではあるのですけれども、女性の参画割合という

と、今のところは把握できていないのが現状です。 

大堀会長 把握しようとすると結構大変ですよね。 

事務局 

 

恐らく私のイメージからすると、まずコミュニティ協議会の女性だったら把握

はできるかなとは思うのですけれども、自治会となるとすごい数があると思うの

で、その名簿の提出を促すということになってきてしまい、なかなか厳しいもの

があるかと思うのですけれども。 
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大堀会長 でもアンケートみたいな感じでやる分には、そんなに。個人情報も取らないし、

「だいたい何人くらいですか」みたいなものは可能なのですか。 

棚村委員  新潟市の自治会は、すべての自治会が何かしら補助金がかかわっていると思う

ので、各区の総務課のほうで総会資料を提出していると思うのです。そうすると、

その総会資料の中に役員の名前として、女性っぽい名前の方とかいろいろいると

は思うのですけれども、提出している中で、なんとなく把握はできるのではない

かなとは思いますが、先ほどコミュニティ協議会向けに「役員に女性を増やしま

しょう」というおたよりがあると伺ったのですが、一回、自治会向けに何百ある

かは分かりませんけれども、出してみるというのもいいかもしれません。 

大堀会長 ほかに。今の把握できたらいいよねと。それは具体的にできるかどうかは別と

して、評価として、例えばアンケートを実施するなり何らかの方法で、自治会や

コミュニティ協議会の長ではなくて役員等の比率を把握してほしいみたいな感じ

で書ければ、できるか、できないかは別として審議会からの提言にはできるので

はないかなと思っているのですけれども、いかがでしょうか。 

田中委員 私の地元の町内会の印象ですが、役員の名前は男性でも実際に動いているのは

女性なのですよ。なぜか知らないけれども、班長でもなんでもだいたい男の人が

名前を書きますが、実際に自治会の仕事に行って動いているのはほぼ女性です。

これは私の狭い世界だけの話なので果たしてどうなのかは分からないですが、冠

はついているのは男だけれども、連携を取って仕事をしたり、実際、各戸を回っ

ているのは、私の印象ですけれども 97パーセントくらいは女性だと思います。で

すから、名簿だけ確認しても結局分からないので、やるなら本当に、こういうこ

とはできませんけれども、具体的にピックアップして何か所か自治会に入って実

態を調べるくらいのことをしなければならないのですが、よそはどうなのでしょ

うかね。なかなか男性が実務をやっているところは、そんなにはないかもしれな

いという印象があったので、申し添えます。 

杉原委員  私も昔、コミュニティ協議会関連の仕事をして、例えば調査しようと思っても

答えてこない自治会長さんが結構いたりするので、回収率が何割かは忘れました

けれどもというレベルなのですが、私がそのときにいろいろ調査したときも、や

はり要するにおばあちゃんたちというのですか、そういった方たちがむしろ活動

していて、名前は別として、みたいな、やはり実態はそういうところは結構あっ

たりします。あとはお母さんたちが子どもつながりで活動するとか、そういった

ところもありましたし、自治会で旅行に行くと、結局女性ばっかりだったとか、

そういうふうなこともあったりします。なので、私はやはりこういったコミュニ

ティ活動というと現実に一生懸命働いているのは女性というか、避難所でもそう

なのですけれども、やはり問題は意思決定とか、その部分はやはり女性は力がな

いというところがあるので、それでこういう管理職とか長とか、そういったポジ

ションの話を入れてくるというのは、やはり必要な視点なのではないかなと思い

ました。 

 それから、施策１に戻るのですけれども、いちばん最後に「ジェンダー統計の

収集を行うことが重要である」とあるのですけれども、これも評価部会でやはり

出た意見で、今、皆さんがお話しされたように、現実、実際どれくらい、どこに
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女性がとか、男女の比率はどれくらいかとか、そういうものを取るというか意識

する、そういった観点から、やはりこういう実際に現実、どの程度の男女比かと

か、そういうものを取るのは必要ではないかということを一個入れたのと、また

これも施策１の話なのですが、施策１で棚村委員がいろいろな講座のステップア

ップが必要だとか、いろいろなところの連携が必要だとか、そういった意見を書

いてくださって、評価部会の中でも連携とか情報交換が必要だろうということを

真ん中に入れて、先ほど会長が言われた、いろいろな部門でもっと連携したり、

協力したりしていくことは必要なのではないかという意見は非常に大事だと思う

ので、どこにどう入れるか分からないのですけれども、一応、評価部会で１のと

ころの真ん中くらいに、「庁内の異なる部署において情報交換を進める」という、

曖昧な書き方なのですが、こんな感じで一応入れたという感じになっています。 

大堀会長 ありがとうございます。説明も非常にありがたかったです。では、今のご意見、

確かにごもっともだし、現実問題、そこまで調査して効果がある施策を提供、自

治会が本当に正確に分かったとしても定点で取っていったとしても、実際、出る

人が違っていたりとかということで、曖昧なデータであれば、やはり今、杉原委

員がおっしゃられたとおり、まずは長をしっかり自治会長、町内会長の長の数を

まず比率を見定めて、その自治会をまとめる人たちの意思決定、マネジメントの

ところがやはりもっともっと増えなければいけないよねというところで収めてお

くのがいいのでしょうかね。それが現実性なのかなというか、私もちょっと多世

代の部分が気になっていたので、今お話しさせていただいたのですけれども、そ

こまで確かに私は必要ではないのかなというふうには思いましたけれども、いか

がでしょうか。要は今の目標２のところの、このとおりでいいのではないかなと

いうところで収めたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

では、そのほか目標２に関して、ご意見・ご質問はないでしょうか。 

五十嵐委員 そもそもで申し訳ないのですけれども、初めてで大変恐縮なのですが、市の防

災士会というのは、どういう人たちが、どういうふうに入っているのか分からな

くて、できればご説明をいただければありがたいのですけれども。 

大堀会長 事務局から防災士、女性防災士のところですよね。 

五十嵐委員 そうですね。市防災士会というものがあって、女性会員が前年より増加したと

いうふうにあるのですけれども、もともとの市の防災士会というものはどういう

方々が入っていて、どういう人が資格があるのかよく分からなくて、大変恐縮な

のですけれども教えていただければと思うのですが。 

事務局 

 

防災士会について、私も直接的には分からない部分ではあるのですけれども、

前にいた所属で担当の者に聞いたことがある範囲の話になってしまうのですけれ

ども、所属するコミュニティ協議会単位になるか、自治会単位になるのかなので

すけれども、希望する方が講座を受講して、１日講座がありまして、それに行っ

て受講すると防災士の資格が得られるようになって、防災士の集まりがまた区で

年１回くらい、私の南区の話になってしまうのですけれども年１回あって、その

ときに集まったり、あとは先ほど棚村委員がおっしゃられたような研修会があっ

たりをしているようなところで、全体的に把握はしていないのですけれども、あ

とは女性の防災士が集まった会が別で結成されていたりであるとか、そういった
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別の取組みもしているようです。私の知っている範囲で申し訳ありませんが、そ

の辺になります。よろしくお願いします。 

五十嵐委員 ありがとうございます。そうすると講座を受けることが前提という形になる感

じなのでしょうかね。その中ではやはり女性の方もいっぱい受けていただきたい

というような意向であるという感じでいいのでしょうか。増やすという部分から

すると。 

事務局 

 

そうですね、女性の方に受けてもらえれば、女性の防災士が増えていくという

ことになりますので。 

五十嵐委員 じゃあそれを広めていかないと、なかなか増えていかないということですよね、

そのメリットというか、防災自体の講座を受ける意義というのを、やはり広めて

いかないと、まずいのかなというふうには感じたのですけれども。すみません、

余計な話をしてしまいました。ありがとうございました。 

原委員 皆様のお話を伺っていて、まったくそのとおりだなと思いながら聞いておりま

す。その中で、先ほど比率の部分のお話なのですけれども、例えば目標２の成果

指標、それから参考指標を見ると、ふと思ったのですけれども、例えばいちばん

上の審議会等における女性委員の割合というと、委員の割合が 45 パーセントで、

いわゆる裾野を広くするというところの指標はちゃんと出ていると思うのですけ

れども、ほかの小学校や中学校の校長先生、教頭先生の割合とか、今、話題にな

っている自治会長さんの割合等ということになってくると、先生たちおられるよ

うに徐々に頑張っている女性の方が裾野として広がり、数が多くなれば自ずと長

になっていく人が増えていくのだろうと思うので、長の数字ありきを前面に押し

出しすぎるより、そもそももっと学校の先生にいろいろな意味でなりやすくなる

とか、先ほどおっしゃったように実態と違うのかも分からないという部分も含め

て、もっと自然に自治会、町内会に女性が入りやすくなるとか、そういった裾野

を広げると自ずと割合も高まっていくのかなと思ったので、その辺がうまく現実

感のあるようになっていければいいのかなと、感想めいたお話で恐縮でございま

すが、以上です。 

大堀会長 原委員、ありがとうございます。本当にそういうことですよね。原委員のご意

見は、この評価において何か追加をしようとかという意味合いではないのですよ

ね。 

原委員 ご参考までにしていただければ。 

棚村委員 細かくて申し訳ないのですけれども、今、「自治会長・町内会長の女性比率が少

ないことは課題である」のそのあとなのですけれども、今、原委員もおっしゃっ

たように、要するに裾野を広げるという意味では、女性が参画しやすいような雰

囲気を設けて、「女性が参画しやすいような、そういう取組みが必要であり」とい

うような、一つ文言が入ったほうがいいのではないでしょうか。 

大堀会長 なるほど、そうですね。評価部会でこの辺、追加をしてみようというようなご

意見はありますでしょうか。 

田中委員 特には出ていない。裾野を広げるという意味合いで言うと、例えば小学校なん

かは実際は女性の先生がすごく多いのですね。小・中は結構女性の先生が多いの

ですが、なのになぜ教頭先生、校長先生が少ないのだろうということ、あとは学
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歴が高校や大学等になると、今度だんだん女性の先生が少なくなってくる、これ

も何なのだろうと、単純に裾野を広げるというよりも、女性はアンコンシャス・

バイアスみたいなものが非常に世の中にあって、それが一つは女性がリーダーに

ならない、男性がリーダーなのだということが、まだいまだにあるのかもしれな

いし、例えば理系だったり、より高学歴的な学びの場には男性のほうが多いのが

当たり前なんだみたいなものがいまだにあるということが問題であって、その意

識を変えるという部分を恐らく目標１の部分、もっと男女共同参画であったりの

部分で、どう意識を変えていくかというところなのかなとは思いました。 

大堀会長 確かに、そっちのほうはそういった意味では入っているよということですよね。 

田中委員 そこが全然足りないわけですよね。 

杉原委員 やはりこのポストの話は育てるということも非常に大事というと変なのです

が、確かに私もコミュニティ協議会に出てきている人で、ものすごい活発な方が

いて地域のリーダーという方がいらっしゃって、そういう人はちゃんとポストが

ついているから、確かにとは思うのですけれども、市が掲げることによって、や

はりそういったアナウンスメント効果ではないのですけれども、もっと育てよう

か、みたいな意識が芽生えていけばいいのかなと。自然に放っておくと今までの

ものがずっと変わらない。多分、自治会長等もほとんど数字が上がらないのです

よね。言い方は変なのですけれども、そういう現実があるので、もっと「この人

いいから、この人をもっとあげよう」という、こういうふうな機運がもっと出る

と人材も活発に育っていくし、よいのではないかなという意味で、こういうふう

なことを入れたというところはあります。 

大堀会長 要は、「具体的に効果のあった事例など」というのは、そういうものが入ってく

るわけですよね。確かにうまくいっている自治会や元気がある自治会であったり

町内会は、全部が全部、今、疲弊しているわけではなくて、本当にリーダーシッ

プをとってやってくれているところも聞いたことはあるので、女性比率が上がっ

たり、若年層が入ったりすることが今後、望まれるかなということで、いい事例

があったら情報交換してねというところが、この評価のところに入っているわけ

ですね。 

ありがとうございます。あまりいじらず、修正する必要がないのかなというよ

うな結論になったような気がします。ご意見は本当にありがたいご意見なので、

今後ともまた審議会等でも議論していきたいなと思っています。 

それでは、目標２に関しまして、この評価でよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

いろいろご意見ありがとうございました。 

それでは、目標３に移っていきたいと思います。「働く場における男女共同参画

の推進」ということで、９ページの下から 10ページにかけて評価をしていただき

ました。これに対してご意見・ご質問などありましたら、よろしくお願いします。

いかがでしょうか。 

指標には出ていないのですけれども、私も建設業をかじっているので聞きたい

のですけれども、入札のときの企業評価の加算ですよね、要は入札参加をするに
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あたっての評価をしていますよというところは、ずっと今やっていると思うので

すけれども、プロポーザルや入札で「女性技術者の配置を要件とした入札は対象

件数を増加させるための取組みが必要です」と書いてあるのですけれども、例年、

何件ずつくらいやっているのですか。去年は４件でしたっけ。建築１件、土木１

件ですよね。それはずっと同じですかね、今までだいたい。令和２年、令和元年

というのは。 

事務局 

 

 私も今、会長がご覧になっている今年の一次評価でいうと 55 ページだと思うの

ですけれども、令和３年の実績は今おっしゃるとおりで、建築１件、土木１件と

いうところまでは確認できたのですが、経年で過去どうだったかというのが、申

し訳ありませんが今持ち合わせがない状態です。 

 今、１年前の令和２年の実績を出してもらったのですけれども、それを見ると

土木２、建築１ということで、そんなに変わらないのかなという。 

大堀会長  そういうことなのですね。これを増やす方法は建設業界から反対されるので多

分、難しいのですよね。男女共同参画でこういうものをやってくださいねと言っ

ても、そんなに現実問題、これも同じで建設業はやはり男性社会なので、女性比

率を上げるのは非常に苦労しているし、しかも人の雇い入れは今、建設業、土木

関係は求人倍率は大変なことになっているくらい大変な人が足りない状況なの

で、そんなこと言ってらんないよ、という中で、市が多分、無理に入札件数を女

性の技術者と言ったら、もう取れるところがないよねという現実もあるのですよ

ね。多分それで調整していきながらやらなければいけないので、なかなか男女共

同参画の視点からいって、増やしたらもっといいんじゃないのというものもある

のだけれども、現実問題、なかなか大変ですよね。一言いかがですか。五十嵐委

員。 

五十嵐委員  今やはり人材不足がだいぶ課題になっていまして、その中では専門的な技術を

含めて取り合いになっているのではないかなという話が出ております。建設業、

製造業もそうなのですけれども、その中で女性の比率を上げる、上げたいという

部分はあるのでしょうけれども、なかなかそこまで気が回らないのが現状なのか

なというふうには思っております。 

 最近の話によると、製造業で先般お伺いしたところでは、女性の雇用を製造業

でしたいという話をしていたのですけれども、なかなか自分のところにハローワ

ークに出しても来てくれないという話もございまして、逆に採用しようとしても

なかなか来ないというのが現状のような形にはなっているようです。ただ、業種

によって違う部分もあるかもしれませんけれども、それが今の状況かなと思って

おります。 

大堀会長 ありがとうございます。私も増加させるように頑張ってねというように書くの

は絶対必要だと思うのですよ。でもなかなか難しいのかなというのもまた現実で、

「増加させるための取組みが必要である」というものは、このままでいいと思い

ます。すみません、意見みたいな感じで申し訳ないのですけれども本当に厳しい。

土木技術者等は、今はお医者さんを探すより難しい感じと言われているくらい大

変な業界なので、これからどうなっていくのかなというふうに思いますけれども、

すみません、感想みたいな話で申し訳ないです。 
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 そのほかに、ご意見・ご質問ないでしょうか。 

 それでは、目標３に関しては、こちらでよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

 それでは、目標３は、こちらの評価で決定していきたいと思います。ありがと

うございます。 

 続きまして、目標４「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進」

というところです。そちらの評価をしていただきましたが、こちらをご覧になっ

て、ご意見・ご質問ある方はいらっしゃいますか。 

 男性の育休が一気に増えてきたので、こちらも相乗的に目標４に関しては非常

にいい成果が出始めているのかなと。施策によって増えているのか、社会的に増

えているのかというのは、はっきりはしないところではあるのですけれども、機

運は本当に私の活動も男性の父親支援なので、非常に機運は変わってきたかなと

いうふうに思って、非常に嬉しく思っているところですが、こちらの評価に関し

て皆さんはご意見ないでしょうか。 

 せっかくなので、川口委員と嘉代委員に聞きたいのですけれども、なかなか育

休が取れない現場なのかもしれないのですけれども、雰囲気はどんな感じですか

ね。警察の面や学校面で言うと。 

嘉代委員 私の職場も育休を取るよう勧めており、上司のほうから声をかけています。私

も部下には声をかけており、取るよう勧めています。 

大堀会長  素晴らしいです。 

川口委員  学校現場では、やはり母親である女性のほうが最長３年という長い期間も取れ

るので、非常にそういう部分では働く女性には恵まれた職場であると思っており

ます。男性に関しては少しずつ出てきていることと、ただやはり子どもたちとい

う責任を考えると、なかなかそう簡単に「取ります」と言えない気持ち、責任と

言いますか、職務の重さの自覚というか、そんなものもあることと、ただ男性職

員もいろいろ制度を工夫して、今までよりも期間を長く取ることができるように

なったとか、日数が増えたとか、男性、父親が休める休暇を子どものための自分

の時間を作るということの制度が、つい最近もまた周知されてきていますので、

期間、種類はさまざまですけれども、父も育児に参画するというところは出てき

ているのではないかなというふうに思っております。 

大堀会長  ありがとうございます。無茶振りでいきなり聞いてしまって申し訳ないのです

けれども、多分、全体平均は増えていても、やはり今度は産業ごとであったりと

か、そういった面が多分、格差が出てくるのかなと思っているので、この辺もよ

く見ていきながら、我々も止まらずに男性の育休が増えていくとワーク・ライフ・

バランスが推進されて女性活躍がということで、うまく好循環が生まれてくると

思いますので、しっかり見ていきたいなと思います。この辺も意見で申し訳ない

のですけれども。 

 ほかに、ないでしょうか。 

 なければ、この目標４に関しても、こちらで決定をさせていただくということ

で、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 
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 ありがとうございます。 

 続いて、目標５「性に関する理解と生涯にわたる健康の確保」というところで

評価部会から評価いただいております。こちらに関してご意見・ご質問などある

方はお願いしたいと思います。有森委員、聞こえていますでしょうか。この目標

５に関してご意見はありませんか。 

有森委員  ありがとうございます。こちらの目標５というのは、目標１とかなり連動する

ところがあるのではないかということを書かせていただきました。１番のところ

が結構、生涯、子どもたちへの教育といったところを重視して評価されているの

で、５番もその辺の指標は含まれないかなという意図でもあったのですけれども、

今回、総評のところで特にコメントといったことはしなくてよいのかなと思って

いますけれども、次年度に向けて成果指標がこの三つだけというのはちょっと今

後、検討いただいてもよいのかなとは思っております。 

大堀会長  ありがとうございます。最後にいただいた、確かに指標が三つしかないという

ところなのですけれども、これも我々審議会で以前から検討していきながら、ち

ゃんと指標で示していかないと、結局、第２次評価を基に我々評価できないよね

ということから、できるだけ数値化していきましょうと、定量化でやっていきま

しょうということでやっているのですけれども、この目標５に関して、そのほか

指標を見るというものってあるのですかね、事務局のほうから。いきなり答えら

れないかもしれないのですけれども。 

事務局 

 

 その目標設定は前の審議会になるかと思うのですけれども、そこの場にいなか

ったもので、何とも言えない部分もあるのですけれども、恐らくそのときに審議

された中で、目標５にかかわるもので指標として示していけるものが今回ここに

残っているもので、恐らくほかの目標を見ればもっとあるところが、ここは少な

いというのは、なかなかその設定が難しかったことの現れなのかなとは思ってい

て、なかなかここの部分を図るというのは難しかったのかなというふうに思って

いるし、実際私もそのように感じているところです。 

大堀会長  多分、そういうことなのだろうなと今、思い起こすと感じるのですけれども、

長いスパンで市民意識調査があって、その数値によって目標値が決まっていて、

またその数年後にチェックしていくというような流れもあるので、この分野に関

して、これはもう今回の評価というよりは次回の意識調査とか市民アンケートを

するときに検討していただくということで、宿題みたいな感じで受け止めていた

だけるとありがたいなと思います。 

有森委員  ありがとうございます。有森です。少し発言させてください。今回の報告書は

指標がこれであったので、これでよいと思うのですけれども、次年度に向けては

具体的には、ほかの委員会にも書いてあったと思うのですけれども、リプロダク

ティブ・ヘルス・ライツの教育に関する配布をした数ではなく質の問題だと思い

ます。どのような教育の内容を行っているのかといったところがフォローされて

いないので、それに関しては学校だけが、その教育を担うのではなく、適切な教

育をする人材の派遣であるとか、有効な人材の活用がされているかといったよう

なことを含めたほうが、私は「パンフレットの配布はすべてされました」といっ

たことで学校の先生方の負担だけが増えるような形、あるいは形だけではない、
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実を求めるといったことが必要になると思います。 

 これからの企画については、今すでに大人になっている人たちの問題よりも、

確かに議長がおっしゃったように、高齢者の方々にとっても重要ですが、むしろ

次世代、子どもたちがこの概念をどのように理解し、実現していけるのかという

のが重要になってくるので、そういったところでは私はやはり基礎教育の場が非

常に重要になると思いますが、学校の先生方だけがその負担を行うのは現実的で

はないし適切ではないと思っています。そういう観点からも、そもそも学校とい

う学びの場が男女が協力して行っているというのが一つのモデルになるわけなの

で、そういった環境をどういうふうに子どもに見せていくのかといったことも含

めたリプロダクティブ・ヘルスの環境づくりの視点が質的に見える指標のご検討

を次年度いただけるとよいように感じました。長くなりましたが、以上です。 

大堀会長  ありがとうございます。 

棚村委員  棚村です。今ほど有森委員がおっしゃったようなことと、それから会の冒頭で

事務局のほうから私の「生徒の内面に届くように」というところの部分の説明を

という話もありましたので、私もそこだと思うのですけれども、今、先生も結構

大変な中で、性に関する教育をどのようにするのかという若年代のいわゆる小学

校、中学校、高校生に対する性に対する理解を深めるための教育活動というもの

を先生にすべてお願いするというのは、今はもう無理だと思いますし、先生から

聞く話よりも私はいわゆる外部の専門職、私の意見のところでは具体的に書かせ

ていただきましたけれども、医師であるとか看護師、助産師、そういう人たちを

招いて、外部講師を招いての講座なり授業をすることによって、いわゆる先生の

一般的な話ではなくて具体的に画像や資料、動画でもいいのですけれども、イン

パクトを持って児童・生徒に伝えられるような有意義な時間を過ごすことができ

るのではないかなと思うので、「内面に届くような」というのは、具体例をどんど

ん取り入れた形で、それこそそこに１時間で生徒が「ああ、そうなのか」と気づ

くような時間を持てるような講師を招く必要があるのではないかなと思ったとい

うことです。 

大堀会長  ありがとうございます。そうでしたね。「内面に届くような」というところで。

やはり有森委員がおっしゃられたような質の部分等も含めてということですよ

ね。ということは、学校教育においてということで評価をいただいているところ

の教育の分野は多分、パンフレットが配られたり、先生方がそれを受けて一生懸

命勉強して、それを伝えたりとかというようなことになっているのでしょうかね。 

川口委員  川口です。授業の中では保健体育という教科、あるいは特別活動といった中で

発達に応じて行っております。それから、ＰＴＡなどで「命」ということで助産

師の方をお招きして親子でというようなこともあるのですけれども、本当に学校

の中ですべての教育ができるという時代ではないので、そういった専門の方のお

話等も私たちは工夫しながら、より子どもたちが先ほどおっしゃった「ああ、そ

うだな」で、自分はどうしよう、どうしていこうというような考え、判断する子

どもを育てることが必要だと思っています。ただ知識が入っただけでは、先ほど

内面とおっしゃいましたが、それを自分に入れて、自分はとか、お友だちに対し

てはという、そういうふうに目指したいなと、理想ですけれども、そう思いまし
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て、今いただいたようなお話はとても大事なことだと受け止めます。また、それ

を実際にすることはまた次の段階等がさまざまありますので、工夫や検討や時間

の面や他教科とのさまざまありますが、一つの大事な視点だと考えます。 

大堀会長  ありがとうございます。現場の生の声も本当に聞ける機会でよかったです。学

校現場の働き方、ワーク・ライフ・バランスもこれからどんどん推進していかな

ければいけないよねというところと、もっとやってねというところも結局重なっ

てくるところがあるので、多分、これからの時代は先生はもう教育に集中してく

ださいと。それ以外の面はできるだけ外部であったり、いろいろな支援であった

り、そういったものをうまく選択していきながら教育現場を作っていきましょう

ね、が多分トレンドにどんどんなってくるということを考えると、今回のこの性

の面はやはり専門分野ですよね。ということは、今回の評価に加えて、有森委員

や棚村委員のお話を聞きながら、具体的な言葉はちょっと事務局や評価部会員さ

んとも一緒に考えなければいけないなと思うのですけれども、ただやれという任

せきりになるのではなくて、何らかの支援も含めて検討して、そういった若年層、

子どもたちにもっともっと伝わるようにしていってほしいなというものが何かこ

この文言に入ってくるといいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

 ざっくりと今お話ししましたので、文に関しては事務局、評価部会、私も含め

て考えますけれども、何となく内容はそんなイメージで考えているのですが、い

かがでしょうか。 

有森委員  有森です。議長のおまとめ素晴らしいと思います。具体的には、第３次評価の

下から２番目の丸ポツが「小中高校生への性教育のあり方・内容を見直すときに

きているのではないか」というのは非常に弱いので、今、議長がおっしゃったよ

うな「推進すべきである」というようなところに踏み入った表現がより望ましい

と感じました。 

大堀会長  棚村委員、いかがでしょうか。そんな感じで。 

棚村委員  内容の見直しを推進する、見直しを推進するというのは変ですけれども、「見直

す必要がある」みたいな言葉がいいのではないでしょうか。 

大堀会長 そうですね。内容であったり、ツールであったり、人の支援なのかお金の支援

なのか、何らかの形の支援をしっかり見直してやっていただきたいということで

すよね。 

 具体的な文章が事務局と評価部会と私のほうで少しまとめますので、そちらに

お任せしていただいてよろしいでしょうか。 

 そのほかの面で、ご意見がなければ目標５に関しては、今言ったもの以外に関

しては決定ということにさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

 ありがとうございます。 

 目標に関しては最後になりますが、目標６「女性に対する暴力の根絶と貧困等

生活上の困難への支援」のところです。この評価に関してご意見・ご質問等ある

方はおっしゃってください。嘉代さん、専門分野に近いかなと思うのですけれど

も、ご意見いかがでしょうか。  
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嘉代委員 特に質問等はありませんが、さまざまな窓口がある中で、警察も協力していき

たいと思っています。 

話は違いますが、男性からの相談については、他の機関からお願いされること

もあるので、相談体制の充実はしていただきたいと思います。 

大堀会長 ありがとうございます。突然、無茶振りしちゃいましてすみませんでした。 

棚村委員 この文言的なことではなくて、私もご質問なのですけれども、相談窓口がいろ

いろあるということに対して、例えば地域の中で言う民生委員さんだとか社会福

祉協議会だとか、いろいろなところに、その情報が届いていて、相談があったと

きには、こういう相談窓口があるよというようなところにつなげるということ、

例えば健康福祉課を経由してとか、そういうところのつながりはうまくいってい

るのかどうなのかというご質問です。 

事務局 

 

男女共同参画課の堀と申します。よろしくお願いいたします。 

まず、民生委員さんや社会福祉協議会への相談窓口の案内についてなのですけ

れども、年に１回、ちょうど 11月になりますが配偶者暴力相談支援センターのリ

ーフレットですとかカードといったものを民生委員さん、社会福祉協議会さんへ

すべて送付をさせていただいております。 

それから、男女共同参画課で年に２回、ＤＶ相談窓口の研修会と会議を開催し

ておりまして、そちらについても社会福祉協議会さんにご案内を出しておりまし

て参加をいただいております。その中で、関係機関の方々との顔つなぎですとか、

相談窓口についての情報交換をしていただいて、実際にそういった方々がいらっ

しゃったときにご案内していただけるように活動を行っているつもりです。 

棚村委員 ありがとうございます。 

大堀会長 棚村委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

そのほかで、ご意見ないでしょうか。目標６に関しては、評価部会からいただ

いたとおり決定ということにさせていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。 

それでは、総評です。総評も一旦、事務局のほうから説明をお願いしたいと思

います。 

事務局 

 

改めまして、総評のことにつきまして説明させていただきたいと思います。総

評につきましては、目標１から目標６まで今、ご審議いただきました。その内容

の総括をそれぞれ記載しまして、また目標の作成状況の総括も記載いたしました。 

それ以外の前文と後文があるのですけれども、前文については令和３年度に実

施した事業の中で、新たな課題に向けて取り組んでいる事業を記載しました。ま

た、後文につきましては、今回の評価で課題となったことや、新たな課題に向け

た今後の取組みの姿勢などについてを記載しております。 

大堀会長 ありがとうございます。審議会資料の最初の表裏ですね。本当にこういう長文

で集約していきながら総評にまとめていくという作業、本当に評価部会の方々も

よくうまく書いていただいたなというふうに私は思っておりますが、もう少しこ

の辺、表現の部分であったり、ニュアンスの部分であったり、こういうふうにし

たらいいのではないかみたいなご意見があったらいただきたいなと思いますが、
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いかがでしょうか。 

評価部会のほうから何か。この辺ちょっと難しかったんだよねみたいな、表現

が難しかったなとかというところ、全然そんなことではなくてもいいのですけれ

ども、何か言っておきたいことは。 

有森委員 評価委員ではないのですが、有森です。発言させていただいてよろしいでしょ

うか。この総評については、コロナ禍といったところでの孤立といったところも

触れられていて素晴らしいなと思って読ませていただきました。直接、この総評

やこの表現に関係することではないのですが、全体をとおしてということで感じ

たことを述べさせていただいてもよいのでしょうか。 

大堀会長 大丈夫です。お願いします。 

有森委員 まず第１点なのですが、この審議会の委員の構成なのですけれども、さまざま

なお立場の方が入られているのはあるのですが、もう少し世代的に、私、先ほど

発言しましたように、これからのもう少し若い世代の方の視点というものも重要

ではないかと思います。特にＤＶの問題でありますとか、デートＤＶのことに触

れられているので、それについてのソーシャルネットワークサービスを用いた現

状については、かなり世代によって違いが生じているので、やはり彼らの使用す

る媒体において、この男女の問題というものが現実、何が起こっているのかとい

ったことを知る視点も必要ではないかなと感じているので、委員についての多様

性といったことの世代差も考慮しなければいけないのではないかと感じていると

ころが１点です。 

もう１点は、資料を拝見させていただきながら新潟市の中での、コメントにも

書かせていただいたのですが、さまざまな部門でこの男女共同参画の課題がかか

わることになると思います。このような審議会では異なる立場の先生方がご発言

されていますが、新潟市の中でも役所を越えて、これについての意見交換や情報

交換といったことをされる機会を設けられているのかどうかといったことをお伺

いしたいなと思っておりました。その２点です。 

大堀会長 ありがとうございます。１点目は、私もこの審議が終わった段階で、その他の

ところでぜひ話してみたいなと思いました。 

２点目は事務局のほうで回答は可能でしょうか。 

事務局 

 

まず、この男女共同参画に関して庁内で意見交換を毎年やっているかというと、

課レベルでのやり取りを体制を立ててやってはいないというのが現実です。ただ、

人権であったり教育部門であったり雇用であったり、男女共同参画の計画にかか

わりのある部であったり、課同士での連絡会議であったりとか、打ち合わせとい

う形で部分的に毎年、情報共有ですとか情報交換を行っているという部分はあり

ますけれども、全庁あげて各課との体制を立てての連絡会議を行っているという

のは正直なところ、ない状況です。 

大堀会長 ありがとうございます。時間も人もというところで、全体ではこの審議会だけ

でもないですし、なかなか大変なのかなと思いますが、有森委員、今の回答聞こ

えましたでしょうか。 

有森委員 分かりました。私は特に先ほども申しましたように、リプロダクティブに関し

ては、やはり教育の部門との情報交換をされていらっしゃると思うのですけれど
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も、そことの協働はどのようになっていたのかなということが気になった点があ

りましたので、ご質問をいたしましたが、この問題は意識改革という点からも、

やはり市役所全体で同じ価値観を持つといったこともされていると。というのも、

職場でこれだけ啓発していこうということをやっているわけなので、まず新潟市

が先頭にそういう活動をされるのもよいのではないかと思って発言いたしまし

た。 

大堀会長 非常に大切なことだと思いますので、ぜひその辺もまた課で検討していただい

て、より浸透するような活動をお願いしたいなと思います。 

それでは、戻りまして、総評に関して、その他ご意見、それ以外でも問題ない

のですけれども。原委員、お願いします。 

原委員 お世話様です。今、有森委員はじめ皆様からも出ている部分と重複するのです

けれども、相談する側の立場というのと、あとは要するに相談される側の立場と

両方あるのは私も分かっているつもりで、例えばＤＶの話になってくると、ひと

り親家庭という立場からすると、こども家庭課にならざるをえないのは、それは

私もよく立場は分かりますし、一方で、ＤＶ、貧困は各区ごとにといえば男女共

同参画課になるというのも分かるのですけれども、それとまたさらにはもっとヘ

ビーというか、暴力沙汰になれば警察に直接言うケースもあると思いますし、相

談するところというのはいっぱいあるけれども、反面、どこにいちばん始めに相

談するのが適切かというのが意外に素人というと変なのですけれども、いわゆる

本当に相談者が切実な方であればあるほど意外に分からない場合が多々あるので

はないかなと。 

例えばなのですけれども、ここの審議会とは別ですけれども、自殺対策を近年

ずっと一生懸命言われていますけれども、自殺対策ではまずは聞いてほしいとい

うと、いのちの電話とか傾聴ボランティアがありますよとか、もしくは本当に薬

の関係も絡んでいると医療機関、なんとかセンターみたいなところとか、いろい

ろこのケースはこのケースみたいな一覧的なパンフレットというと大袈裟なので

すけれども、こういうことはこっちに聞くといいよとか、悩みというものは複合

的だから、一つの悩みということもないと思われるので、何というかざっくりと

した相談窓口の一覧みたいなものがあると、より。もちろん窓口がいっぱいある

のも、あればあるほどいいのでしょうけれども、それを一覧にしないと、一つの

ところに非常に集中したり、逆にもっとほかにもかけるところがあるんだよとい

うことが分からなかったりすると勿体ないこともあるので、その辺が連携という

と、まるで連携が悪いみたいで、そんなことはないと思うのですけれども、その

辺が一覧として通じるようになれば、よりよくなるのかなという印象を持ちまし

た。これはＤＶのお話ではなくて一般論としてのところにも通じる話だと思いま

すが、失礼しました。 

大堀会長 ありがとうございます。確かに電話しようとふと思ったときに、明らかにここ

だなというところ以外は、いろいろな相談窓口いっぱいありますよね、多種多様、

県もやっていたり、国もやっていたり、市もやっている、みたいな形で、それを

なかなか体系的にまとめるというのは誰がやるんだという話になってしまいます

よね。でも確かにあったほうがいいですよね。市の中の相談窓口は、何かまとま
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っているものはあるのですか。なかなか分野が違うからね。 

事務局 

 

市の中では、ぱっと見て一覧全部というわけではないのですけれども、ただホ

ームページの中に相談窓口という項目があって、そこから人権だのＤＶに関する

ことだの子育てだのということで、わかれていくと自分が相談する窓口はどこが

いいのかなというのが探せるようになってはおりますが、一覧のように網羅的に

なっているものはないですね。 

事務局 

 

全体ではないのですけれども、総評のところの最初の前文に書かせていただい

た、今回、「女性つながりサポート事業」というものを昨年度、初めて実施してい

るのですけれども、これがコロナ禍で割りと女性がさまざまな課題困難を抱える

事例というのが多く見られたと。そういった女性をサポートするために、どうい

ったことができるかということで、内閣府のほうが新たに交付金を準備して始め

た事業なのですけれども、それがやはり相談窓口はいっぱいあるのだけれども、

そういった相談窓口につながらない女性たちがたくさんいると。だから「つなが

りサポート」という名前なのですけれども、窓口があるのにつながらないので、

それをアウトプット型で相談をこちらから届けましょうというような事業の内容

だったのですけれども、そういうことをするために、この事業の中で連携会議と

いうことで、さまざまな相談機関の人たちを構成員として一堂に会して、それぞ

れ横の連携を取りながらサポートしていくと。そこの中には新潟市役所の中の福

祉だとか教育だとか、こども未来部だとか、そういったところの関係課も入りま

して、どのサポートができるのかという情報共有をするというような会議を始め

ました。 

その事業の中で、相談窓口カードというものを作成しまして、今ほど堀のほう

がお話しした、すべての相談窓口を網羅すると、かえっていっぱいありすぎて分

からなくなると思うのですけれども、関係する、女性が相談しやすい窓口、いく

つかになるのですけれども、そういったところをカードのほうに落として、それ

を配布するというような事業を行っておりました。直接的な回答ではないのです

が、取組みのご紹介ということでお話しさせていただきました。 

大堀会長 ありがとうございます。 

有森委員 有森です。質問させてください。今回の事業が新潟市ということは承知してお

りますが、また政令市であるということで独自に予算を組んでということだと思

うのですけれども、今ほど委員の方がおっしゃったように、ユーザーの立場から

すると、例えばこの窓口に新潟市以外の方が相談をしても、それは市として受け

てくださるのかと。というのも、新潟市に住所を置いていて、県外のどこかに行

ったりということも女性の場合はあったりすると思うのです。結婚とかいろいろ

パートナーの方の事情等といったところで、特にＤＶなんかの場合には避難をす

るといったこともあるかもしれないと。そのように県内でそういうふうに移動し

た場合、つながるという点において、新潟市の事業ですから、市内在住じゃない

と受けませんよとか、そういったことではなく、どこにいても、その方がアクセ

スできるといったことを一覧という意味でもおっしゃったのかなと私は思ったの

で、その辺のことは行政の新潟市と県が密に連絡を取っていただいたりすること
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で可能になるのかどうか。非常に県と新潟市といったところが行政の区分の難し

さは分かるのですけれども、使う側からしたときにはあまりそれは分からない部

分でもあるので、その辺の連携をぜひお図りいただけるとよいなという、ユーザ

ー視点からの勝手な発言でございますが、よろしくお願いいたします。 

大堀会長 ありがとうございました。非常に大切な意見だと思いますので、コロナ禍にお

いても、そのような問題はすごく出ましたからね、はっきり言ってね、県、行政

がやるのか、市がやるのかみたいなところで。多分、その辺で大きく変わってき

ているのではないかなと思いますので、またさらなる努力を続けていただいて、

やはりユーザー、一般の方々を助けていくというのが非常に大切なところだなと

いうふうには思っております。 

 総評にもう一回戻りますけれども、総評に関しては、ご意見がないというこ

とで、これで決定ということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 （「異議なし」の声） 

本当に評価部会が２回の予定が３回にということで、非常に時間と労力を使っ

ていただいて、ここまでまとめていただいたお陰で迅速に決定することができた

のではないかなと思います。杉原委員、田中委員、近藤委員、本当にありがとう

ございました。 

これで総評についての審議を終わりまして、すべての審議が終わりましたので、

これで審議を終わりにさせていただきたいと思います。ですけれども、審議会が

終わる前に、先ほど有森委員からいただいた、世代の多様性、我々の任期は今期

で終わりですよね。タイミング的には丁度いいのですよね。そういった意味で、

私もバトンタッチをして、実はファザーリング・ジャパンにいがた、私、代表と

書いてあるのですけれども、代表が代わりまして来年から正式に違う形で違う人

間が、私より 10歳ほどは若いかなと。私も団体活動していると若返りって非常に

大事だなと思っておりますので、他の団体さんも含めて、若返りの審議会の委員

さんが増えるようにという活動はぜひしていただきたいと思いますし、市から声

をかけるうえでも、そういった、確かに問題の分野って高齢者も若年層もいろい

ろな分野で多岐に渡っていると思いますので、ＳＮＳの問題であったり、デート

ＤＶの問題であったり、働く育休を取っている男性の考え方であったりとか、多

分、そういったものが今後の男女共同参画推進計画の面でも非常に大切だと思い

ますし、その視点で審議を進めていくというのも大切だと思いますので、これは

もう男女共同参画課にお伝えするしかないと思うのですけれども、皆さんのご意

見ということで、できるだけ多世代での審議の委員の方々を今後、選定できるよ

うな何かしら考えを持って進めていただければなということで、皆さんよろしい

でしょうか。 

これは意見として、どうしてもそうしろということはなかなか難しいことだと

思いますし、こういう難しい会に若い人に来てよと言っても、なかなか来てくれ

ないのも多分、現実かなというふうには思うのですけれども、ある程度、知見も

ありつつ若い人の意見も聞けるような委員を作っていただきたいなということ

で、ご意見をまとめさせていただいて、言わせていただくということだけで終わ
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りにしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、今回の令和４年度第２回の男女共同参画審議会をこれにて終了させ

ていただきたいと思います。ありがとうございました。 

事務局 

 

ありがとうございました。皆様からご審議いただきまして、ほぼ第３次評価と

総評の部分が固まりましたが、ご審議の中で、目標５の部分の第３次評価の表現

につきましては、もう一度、会長、評価部会の皆様と調整をして固めていきたい

と思っておりますので、今しばらくお願いしたいと思いますが、どうぞよろしく

お願いいたします。 

固まりました後、調整後の第３次評価につきましては、12 月に予定しておりま

す新潟市男女共同参画推進会議の庁内の会議でございますけれども、こちらのほ

うで報告をさせていただきたいと思います。また、委員の皆様から第１回の際も

含めてですけれども、いただいたご意見が今後の庁内の事業実施のほうに反映さ

れるように、庁内の関係課へのフィードバックにつきましても今後、事務局のほ

うで行いたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして、令和４年度第２回新潟市男女共同参画審議会を

終了いたします。委員の皆様、本当にどうもありがとうございました。 

 


